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砂子瀬ゲートが5月下旬に開通したので休日の晴れた日は、早朝にコー
ヒーとパンを持って白神湖パークへ遊びに行くのがマイブームです。
朝から激暑な日があったり、数分に一回は熊がウロウロしてないか気
にはなりますが、朝食には最高のロケーションですよ～

7
2025

No.685

TOPICS

親から子へつなぐ
悠久の森　源流の里

にしめや

ズ ームアップにしめや

　にしめやPRガールズ「ライスボール」のみなさんが、昨年
に引き続き今年も村内の水田を活用し、「ライスボールの
おにぎり大作戦」をスタートさせました。本プロジェクトは、
「米農家のみなさんを応援したい」というグループのコンセ
プトのもと、村内の第一次産業の発展を目指すものです。
　今年は、４月の育苗作業に始まり、５月には、快晴の空
の下、２年目となる田植え機での田植え作業を楽しみな
がら行いました。
　今後、月１回をペースに来村し、草刈りや追肥、稲刈りなど
の作業を行い、精米されたお米は、ふるさと納税返礼品とし
ての活用やメンバーがおにぎりとしてふるまう予定です。

　５月２３日、好きです西目屋ふるさと親善大使の吉幾三
さんが来村し、「幾三米」の田植えを行いました。
　終始笑顔だった吉さんも、田植機に乗った時は真剣な表
情になり、終了後は、自分で植えた苗を確認して、まっすぐ
植えることが出来たと喜んでいました。
　また、記者の前でも「西目屋村で取れた米が一番おいし
い、ぜひ西目屋村に来て」と宣伝してくれました。
　収穫された米は、道の駅津軽白神で『幾三米』及び特別
純米酒『吉』『幾三』として販売されます。今年もおいしいお
米が出来ますように。

西目屋小学校・たしろ保育園大運動会

おにぎり大作戦始動!

【問い合わせ先 企画財政課】
幾三米田植え

役場庁舎正面玄関血圧計

吉さんが
村民の健康増進を

願い

サインしてくれました
。

カヌー競技会
スラローム・ワイルドウォーター

開催まであと427日

カヌー競技会
スプリント

問い合わせ先
青の煌めきあおもり国スポ
西目屋村実行委員会
☎0172-26-5056開催まであと468日

HPは
こちら

　21日に行われた国スポリハーサル大会（第22回白神カップ）では、
ワイルドウォータークラシック競技男子カヤックの西澤悠成選手が２位
入賞、女子カヤックの佐藤友香選手が見事優勝しました！また、スラロ
ーム競技男子カヤックでは矢澤一輝選手が3位、男子カナディアンで
は葛原颯介選手が５位に入賞し、青森県勢の活躍が光りました。
　国民スポーツ大会東北ブロック大会を勝ち抜いた西澤選手、佐藤選
手、矢澤選手の３名が10月開催の『わたSHIGA輝く国スポ2025』へ
出場します。本大会での健闘を祈ります！

6月21日（土）・22日（日）に
カヌースラローム・ワイルドウォーター競技大会が
目屋渓谷岩木川カヌー競技場で開催され、
青森県からは4名の選手が出場し熱戦を繰り広げました。
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「勇気と笑顔の西目屋小」西目屋小学校

たしろ保育園
　５月３１日、令和７年度の大運動会を行いました。当日まで雨の心配があり、天気予報に一喜一
憂する日が続きましたが、子どもたちの願いが天に届き無事に開催することができました。
　今年の運動会のスローガンは、「勇気と笑顔の西目屋小」です。子どもたちは、勇気を出して各
競技に挑戦し、競技終了後は仲間と笑顔で言葉を交わし合う姿が見られました。また、仲間と力
を合わせてにしめやソーランに取り組んでいて立派でした。開閉会式の際にお話を集中して聞く
様子や、競技中に仲間を全力で応援する姿も大変素晴らしかったです。運動会を通して学んだこ
とを、今後の学校生活に生かしてほしいと思います。
　運動会では、桑田村長、佐藤村議会議長、大髙教育長を始め、村議会議員の方々や多くの御来
賓の皆様に応援していただきました。また、ＰＴＡ保体教養委員の方々や、保護者の皆様には、決
勝係やテントの準備・後片付けなどに御協力いただきました。本当にありがとうございました。
  各種目に参加して感じたことを子どもたちに聞いたので、紹介します。

　令和７年５月３１日「西目屋小
学校・たしろ保育園 大運動会」
が開催されました。なんとか天
気も持ちこたえ、予定通り行う
ことが出来ました。入場行進から始まり、一緒に歌った「応援合戦ゴーゴーゴー」は圧
巻。自分達の勝利を願い、徒競走、親子競技、遊戯、紅白対抗リレーなど、小学校の子ど
も達と一体となり白熱した大運動会でした。何よりも地域の方々の温かい応援に感謝
いたします。ありがとうございました。
　６月２日と６月１１日、児童クラブによる清掃活動がありました。デレキとゴミ袋を手
にする姿は、徹底的に綺麗にするぞ！という思いが溢れています。お疲れ様です。
　今年度も西目屋村教育委員会主催による「西目屋村土曜学習会～サタスタルーム」
が開設となりました。６月１４日、児童クラブに弘前大学１年生４名の学生さんが来て、
ガッチリ勉強する事が出来ました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　         たしろ保育園　園長　山内　久子

１年 三浦 吉桜 さん
始めはどきどきしました。でも、速く走れるように手のひらを
まっすぐにしたり、腕を曲げたりしてがんばりました。すると、
一位になれたのでうれしかったです。おうちの人にもほめら
れました。

バトンをもらった時、赤組と白組にあまり差がなかったので、
勝てるかどうか不安でした。しかし、集中して手足を大きく動
かして走ったら、勝つことができました。アンカーとして、しっ
かりと役目を果たすことができてうれしかったです。

にしめやソーランの指さしの時に、指先の方へ目線を向けると
ころに気をつけました。声を出すところが、うまくできました。
声をいっぱい出して、かっこよくできたと思います。最後のポ
ーズが決まってよかったです。

綱引きでは、予行で勝つことができたので自信がありました。
しかし、いざ本番となると、ずるずると綱を引かれ、０勝２敗で
終わってしまいました。予行で勝てただけに、くやしかったの
ですが、みんなで楽しむことができました。

初めての親子競技で、二人三脚をやりました。家で足は結ん
でみたけれど、走る練習はしませんでした。ゴールしてから、
もっとゆるく結べばよかったと思いました。うまく走れなかっ
たことも、よい思い出になりました。

わたしは、チェッコリ玉入れで、たくさんの玉を入れられるよ
うにがんばりました。遠くからも投げました。結果は赤組が勝
ったけど、お片付け競争では、白組が勝つことができてうれし
かったです。

３年 山内 潤 さん ４年 桑田 琉空 さん

５年 西澤 知歩 さん ６年 石井 愛海 さん

２年 盛 遊那 さん

７０ｍ走

綱引き

チェッコリ玉入れ

下学年紅白対抗リレー にしめやソーラン

ドキドキ親子ぴったんこ
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　５月３１日、令和７年度の大運動会を行いました。当日まで雨の心配があり、天気予報に一喜一
憂する日が続きましたが、子どもたちの願いが天に届き無事に開催することができました。
　今年の運動会のスローガンは、「勇気と笑顔の西目屋小」です。子どもたちは、勇気を出して各
競技に挑戦し、競技終了後は仲間と笑顔で言葉を交わし合う姿が見られました。また、仲間と力
を合わせてにしめやソーランに取り組んでいて立派でした。開閉会式の際にお話を集中して聞く
様子や、競技中に仲間を全力で応援する姿も大変素晴らしかったです。運動会を通して学んだこ
とを、今後の学校生活に生かしてほしいと思います。
　運動会では、桑田村長、佐藤村議会議長、大髙教育長を始め、村議会議員の方々や多くの御来
賓の皆様に応援していただきました。また、ＰＴＡ保体教養委員の方々や、保護者の皆様には、決
勝係やテントの準備・後片付けなどに御協力いただきました。本当にありがとうございました。
  各種目に参加して感じたことを子どもたちに聞いたので、紹介します。

　令和７年５月３１日「西目屋小
学校・たしろ保育園 大運動会」
が開催されました。なんとか天
気も持ちこたえ、予定通り行う
ことが出来ました。入場行進から始まり、一緒に歌った「応援合戦ゴーゴーゴー」は圧
巻。自分達の勝利を願い、徒競走、親子競技、遊戯、紅白対抗リレーなど、小学校の子ど
も達と一体となり白熱した大運動会でした。何よりも地域の方々の温かい応援に感謝
いたします。ありがとうございました。
　６月２日と６月１１日、児童クラブによる清掃活動がありました。デレキとゴミ袋を手
にする姿は、徹底的に綺麗にするぞ！という思いが溢れています。お疲れ様です。
　今年度も西目屋村教育委員会主催による「西目屋村土曜学習会～サタスタルーム」
が開設となりました。６月１４日、児童クラブに弘前大学１年生４名の学生さんが来て、
ガッチリ勉強する事が出来ました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　         たしろ保育園　園長　山内　久子

１年 三浦 吉桜 さん
始めはどきどきしました。でも、速く走れるように手のひらを
まっすぐにしたり、腕を曲げたりしてがんばりました。すると、
一位になれたのでうれしかったです。おうちの人にもほめら
れました。

バトンをもらった時、赤組と白組にあまり差がなかったので、
勝てるかどうか不安でした。しかし、集中して手足を大きく動
かして走ったら、勝つことができました。アンカーとして、しっ
かりと役目を果たすことができてうれしかったです。

にしめやソーランの指さしの時に、指先の方へ目線を向けると
ころに気をつけました。声を出すところが、うまくできました。
声をいっぱい出して、かっこよくできたと思います。最後のポ
ーズが決まってよかったです。

綱引きでは、予行で勝つことができたので自信がありました。
しかし、いざ本番となると、ずるずると綱を引かれ、０勝２敗で
終わってしまいました。予行で勝てただけに、くやしかったの
ですが、みんなで楽しむことができました。

初めての親子競技で、二人三脚をやりました。家で足は結ん
でみたけれど、走る練習はしませんでした。ゴールしてから、
もっとゆるく結べばよかったと思いました。うまく走れなかっ
たことも、よい思い出になりました。

わたしは、チェッコリ玉入れで、たくさんの玉を入れられるよ
うにがんばりました。遠くからも投げました。結果は赤組が勝
ったけど、お片付け競争では、白組が勝つことができてうれし
かったです。

３年 山内 潤 さん ４年 桑田 琉空 さん

５年 西澤 知歩 さん ６年 石井 愛海 さん
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※詳細につきましては、
　村ホームページをご確認ください。

今月の
いきいきポイント 西目屋村の暑さをしのぐ所は？

いきいき健康広場いきいき健康広場 社会福祉協議会だより

　こんにちは。毎日のお仕事お疲れ様です。
　大白温泉では５月２４日に露天風呂がＯＰＥ
Ｎとなりました。村内の温泉では唯一、露天風
呂が楽しめる温泉の為、露天風呂が目的でご
利用されるお客様もいるくらいです。
　ぜひ大白温泉に来て頂いて自慢の露天風
呂にご入浴ください。
　また、西目屋村応援商品券「目屋ズーミ」の
期限が７月３１日迄です。まだ使いきれてない
方もいらっしゃると思います。お越しの際は入
浴代や売店商品の購入にお使いくだされば
幸いです。
　スタッフ一同心よりお待ちしております。

白神
だより
白神公社

大白温泉大白温泉

7月
７月 ８日（火）
７月１１日（金）

熱中症予防強化月間
歯っぴーデイ
乳幼児健診

熱中症に注意し、暑いときは無理をしないようにしましょう。

歯ブラシを交換しませんか？意識的に歯磨きをしてみましょう。

対象者には事前に案内を配布しています。忘れずに受診しましょう。

日程 行事名 備考
【今月のいきいきＤａｙ】

□窓やドアを開けて部屋の風通しを良くする
□温度や湿度が分かるものを置き、室温を調整する
□すだれ、カーテンなどで直射日光を遮る
□涼しい服装で過ごす
□喉が渇かなくても水分補給
□エアコンや扇風機などを活用する
□汗をかいたら、下着を交換する

区 分 涼み処

10月第4水曜日まで

目屋郵便局

クーリングシェルター

窓口ロビー 各施設が指定した場所

道の駅 津軽白神・白神館・
村いちの湯・大白温泉・中央公民館施 設 名

設 置 期 間

利用
できる日時

開 設 場 所

９時から12時まで

であれば、いつでも利用可能・ ・ ・ ・

●平日営業時間 ●「熱中症特別警戒アラート（※）」が
　発表された次の日
●利用時間は、各施設の
　開館時間によります

午前の部
13時から17時まで午後の部

熱中症に要注意！ 

室内や夜間でも油断大敵!

　温度や湿度が高い環境に対して、体温をうまく調節できなくなって起こる
様々な症状の総称を熱中症といいます。梅雨の合間の晴れた日や、梅雨が明
けた直後など熱中症が起こりやすいと言われています。熱中症の主な症状は、
めまい、吐き気、頭痛、体のだるさ、ほてりです。さらに、重症になると意識を
失ったり、けいれんを起こしたりして、最悪の場合死に至ることもあります。
　高齢者の方は体温調節機能が鈍くなっており、夏場でも下着の長そでシャツ
やズボン下を何枚も重ね着している人がいますので、気をつけましょう。

特に６５歳以上は要注意熱中症患者のおよそ半数は高齢者

　熱中症になる危険があるのは、日中の炎天下だけだと思っていませんか？日
中の炎天下だけではなく、室内でも、就寝時の夜間でも多く発生しています。
見落とされがちですが、室内は熱気がこもりやすく、風通しも悪いため、こまめ
な水分補給のほか、次のような熱中症予防が必要となります。

 

＜自宅でできる熱中症予防＞

管理栄養士 稲宮麻耶の食育だより管理栄養士 稲宮麻耶の食育だより

夏野菜は切ってそのまま食べられるものも多く、サラダや和え物にすれ
ば火を使わずに調理できます。トマトときゅうりを食べやすく切って、ポン
酢や塩昆布などで和えるだけでも、簡単に一品が完成。冷蔵庫で30分ほ
ど冷やせば、暑い日でもさっぱりと食べられます。

【夏の健康をサポート！夏野菜を食べよう】【夏の健康をサポート！夏野菜を食べよう】

　7月は夏野菜がおいしい季節です。トマト、ピーマン、きゅうり、なす、オクラなど、
カラフルで栄養たっぷりの野菜がお店に並びます。

　今では一年中どんな野菜でも売っていますが、旬の野菜にはうれしいポイントがたくさん。
味が濃くておいしいだけでなく、価格も手ごろで栄養価も高いのが特徴です。さらに、旬の野菜は

その季節の気候に合った栄養素を含み、体の調子を整えるはたらきもあります。

例えば、トマトやピーマンにはビタミンCが豊富です。ビタミンCは
抗酸化作用を持ち、夏の紫外線によるダメージから体を守ってくれ
ます。きゅうりやなすは水分がたっぷり。体内にこもった熱を冷まし、
汗で失われた水分を補います。オクラのねばねばした成分は、胃腸
の粘膜を守り消化を助けます。つるんとした喉越しで、食欲が落ちや
すい夏でも食べやすいでしょう。

夏の暑さで「なんとなく体がだるいな」と感じたときは、
夏野菜を食卓に取り入れてみてくださいね。

※ひとりで悩まないで、まずは相談してください。西目屋村役場住民課 保健師/成田 電話番号８５-２８０４

社会福祉法人 西目屋村社会福祉協議会

買い物支援タクシー
予約不要・運賃無料

職員が同行しますので、安心です。

★「買い物支援タクシー」って何？
トライアル相馬店・薬王堂相馬店への直通タクシーです。
食料品・鮮魚、日用品やお薬などのお買い物にご利用ください。

★運行経路は？

★ひとりで買い物や支払いできるか不安だけど･･･

トライアル相馬店からご自宅前までお送りします｡
※タクシーは目的地以外での途中下車、
　「行き」・「帰り」いずれかのみの利用はできません。

役場前出発～トライアル相馬店
※大秋・村市方面の方は村コミュニティバスにて、役場前まで
　お越しください。(コミュニティバス料金はご負担願います)

行き

帰り

問い合わせ先：西目屋村社会福祉協議会（85-2255）

ご利用
方法

【令和7年】

【令和8年】
①コミュニティバス等にて役場前までお越しください
②役場前よりタクシーに乗車（９時00分）
　※杉ヶ沢地区の方は、杉ヶ沢バス停留所8時55分発です。
③トライアル薬王堂でお買い物(買い物1時間・10時20分発)
④ご自宅前にて降車(10時40分～)

4月16日、5月21日、6月18日、7月16日、8月20日
9月17日、10月15日、11月19日、12月17日
1月21日、2月18日、3月18日

今年度の
運行日

運行日・運行時間 毎月第3水曜日 午前9時00分 役場前出発
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※詳細につきましては、
　村ホームページをご確認ください。

今月の
いきいきポイント 西目屋村の暑さをしのぐ所は？

いきいき健康広場いきいき健康広場 社会福祉協議会だより

　こんにちは。毎日のお仕事お疲れ様です。
　大白温泉では５月２４日に露天風呂がＯＰＥ
Ｎとなりました。村内の温泉では唯一、露天風
呂が楽しめる温泉の為、露天風呂が目的でご
利用されるお客様もいるくらいです。
　ぜひ大白温泉に来て頂いて自慢の露天風
呂にご入浴ください。
　また、西目屋村応援商品券「目屋ズーミ」の
期限が７月３１日迄です。まだ使いきれてない
方もいらっしゃると思います。お越しの際は入
浴代や売店商品の購入にお使いくだされば
幸いです。
　スタッフ一同心よりお待ちしております。

白神
だより
白神公社

大白温泉大白温泉

7月
７月 ８日（火）
７月１１日（金）

熱中症予防強化月間
歯っぴーデイ
乳幼児健診

熱中症に注意し、暑いときは無理をしないようにしましょう。

歯ブラシを交換しませんか？意識的に歯磨きをしてみましょう。

対象者には事前に案内を配布しています。忘れずに受診しましょう。

日程 行事名 備考
【今月のいきいきＤａｙ】

□窓やドアを開けて部屋の風通しを良くする
□温度や湿度が分かるものを置き、室温を調整する
□すだれ、カーテンなどで直射日光を遮る
□涼しい服装で過ごす
□喉が渇かなくても水分補給
□エアコンや扇風機などを活用する
□汗をかいたら、下着を交換する

区 分 涼み処

10月第4水曜日まで

目屋郵便局

クーリングシェルター

窓口ロビー 各施設が指定した場所

道の駅 津軽白神・白神館・
村いちの湯・大白温泉・中央公民館施 設 名

設 置 期 間

利用
できる日時

開 設 場 所

９時から12時まで

であれば、いつでも利用可能・ ・ ・ ・

●平日営業時間 ●「熱中症特別警戒アラート（※）」が
　発表された次の日
●利用時間は、各施設の
　開館時間によります

午前の部
13時から17時まで午後の部

熱中症に要注意！ 

室内や夜間でも油断大敵!

　温度や湿度が高い環境に対して、体温をうまく調節できなくなって起こる
様々な症状の総称を熱中症といいます。梅雨の合間の晴れた日や、梅雨が明
けた直後など熱中症が起こりやすいと言われています。熱中症の主な症状は、
めまい、吐き気、頭痛、体のだるさ、ほてりです。さらに、重症になると意識を
失ったり、けいれんを起こしたりして、最悪の場合死に至ることもあります。
　高齢者の方は体温調節機能が鈍くなっており、夏場でも下着の長そでシャツ
やズボン下を何枚も重ね着している人がいますので、気をつけましょう。

特に６５歳以上は要注意熱中症患者のおよそ半数は高齢者

　熱中症になる危険があるのは、日中の炎天下だけだと思っていませんか？日
中の炎天下だけではなく、室内でも、就寝時の夜間でも多く発生しています。
見落とされがちですが、室内は熱気がこもりやすく、風通しも悪いため、こまめ
な水分補給のほか、次のような熱中症予防が必要となります。

 

＜自宅でできる熱中症予防＞

管理栄養士 稲宮麻耶の食育だより管理栄養士 稲宮麻耶の食育だより

夏野菜は切ってそのまま食べられるものも多く、サラダや和え物にすれ
ば火を使わずに調理できます。トマトときゅうりを食べやすく切って、ポン
酢や塩昆布などで和えるだけでも、簡単に一品が完成。冷蔵庫で30分ほ
ど冷やせば、暑い日でもさっぱりと食べられます。

【夏の健康をサポート！夏野菜を食べよう】【夏の健康をサポート！夏野菜を食べよう】

　7月は夏野菜がおいしい季節です。トマト、ピーマン、きゅうり、なす、オクラなど、
カラフルで栄養たっぷりの野菜がお店に並びます。

　今では一年中どんな野菜でも売っていますが、旬の野菜にはうれしいポイントがたくさん。
味が濃くておいしいだけでなく、価格も手ごろで栄養価も高いのが特徴です。さらに、旬の野菜は

その季節の気候に合った栄養素を含み、体の調子を整えるはたらきもあります。

例えば、トマトやピーマンにはビタミンCが豊富です。ビタミンCは
抗酸化作用を持ち、夏の紫外線によるダメージから体を守ってくれ
ます。きゅうりやなすは水分がたっぷり。体内にこもった熱を冷まし、
汗で失われた水分を補います。オクラのねばねばした成分は、胃腸
の粘膜を守り消化を助けます。つるんとした喉越しで、食欲が落ちや
すい夏でも食べやすいでしょう。

夏の暑さで「なんとなく体がだるいな」と感じたときは、
夏野菜を食卓に取り入れてみてくださいね。

※ひとりで悩まないで、まずは相談してください。西目屋村役場住民課 保健師/成田 電話番号８５-２８０４

社会福祉法人 西目屋村社会福祉協議会

買い物支援タクシー
予約不要・運賃無料

職員が同行しますので、安心です。

★「買い物支援タクシー」って何？
トライアル相馬店・薬王堂相馬店への直通タクシーです。
食料品・鮮魚、日用品やお薬などのお買い物にご利用ください。

★運行経路は？

★ひとりで買い物や支払いできるか不安だけど･･･

トライアル相馬店からご自宅前までお送りします｡
※タクシーは目的地以外での途中下車、
　「行き」・「帰り」いずれかのみの利用はできません。

役場前出発～トライアル相馬店
※大秋・村市方面の方は村コミュニティバスにて、役場前まで
　お越しください。(コミュニティバス料金はご負担願います)

行き

帰り

問い合わせ先：西目屋村社会福祉協議会（85-2255）

ご利用
方法

【令和7年】

【令和8年】
①コミュニティバス等にて役場前までお越しください
②役場前よりタクシーに乗車（９時00分）
　※杉ヶ沢地区の方は、杉ヶ沢バス停留所8時55分発です。
③トライアル薬王堂でお買い物(買い物1時間・10時20分発)
④ご自宅前にて降車(10時40分～)

4月16日、5月21日、6月18日、7月16日、8月20日
9月17日、10月15日、11月19日、12月17日
1月21日、2月18日、3月18日

今年度の
運行日

運行日・運行時間 毎月第3水曜日 午前9時00分 役場前出発

4 〈 広報にしめや・2025.7月号 〉 5〈 広報にしめや・2025.7月号 〉

NISI_2507_P4P5_03

250502-013／西目屋村長様　広報にしめや2025年7月号（No.685)
A3（w420h297） 仕上がりA4（w210h297）／2C
ファイル名 ：

P5P4



令和7年5月末現在
西目屋村災害発生状況

5月件数
累 　 計

２
20

0
1

0
3

0
0

救　急 火　災 救　助 遭　難

問い合わせ先
県土整備部 河川砂防課 企画・防災グループ

☎017-734-9662
中南県土整備事務所 河川砂防施設課

☎0172-34-1283

(携帯電話版) (スマートフォン版)

◆身近な河川の水位等をチェックしましょう
「河川砂防情報提供システム」では、国・県・気象庁が観測
している雨量・河川水位・ダム情報等を確認できます。
早めの情報収集、避難準備を心掛けましょう。
ＵＲＬ：https://www.kasensabo.bousai.pref.aomori.jp/

河川砂防課からのお知らせ 議会定例会について
大雨洪水に備えて…

河川防災情報を提供しています。
～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～

“社会を明るくする運動”は、すべての国民が、
犯罪や非行の防止と犯罪や非行をした人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、

犯罪や非行のない安全で安心な明るい地域社会を築こうとする全国的な運動です。
下記の行動目標・重点事項に基づき運動を展開します。

この機会に、立ち直ろうとする人を受け入れ、支えるために何ができるか考え、できることから始めてみましょう。
7月は“社会を明るくする運動”の強調月間です。

この運動への皆さんのご支援とご協力をお願いします。

住民課 （☎85-2804）問い合わせ先

行動目標

重点事項
　急速に変化する社会の中で、孤独・孤立や生きづらさを抱えながらも、過去の過ちから立ち直ろうとする
人を再び地域に受け入れることにより、多様な背景を持つ人と人が緩やかに繋がりつつ共に支え合う包摂的
な地域社会を実現できるよう、次のことに力を入れて取り組む。

犯罪や非行を防止し、新たな被害者も加害者も生まない安全で安心して暮らすことのできる明るい地
域社会を築くこと

❶

誰もが抱えうる問題が犯罪や非行の要因となりうることや、人は変われるということを信じて寄り添い続ける更
生保護の活動は、再犯を防止して立ち直りを支える大切な活動であるとともに、新たな被害者も加害者も生まな
い安全で安心な社会作りにつながることについて、国民の各層に広く周知し、理解を深めてもらうための取組

❶

同じ地域社会の一員である保護司、更生保護女性会会員、BBS 会員、協力雇用主等の活動に対する支
援の充実を図るほか、「国際更生保護ボランティアの日」と連動させた積極的な広報等により、更生保護
ボランティアを増やすための取組

❸

犯罪や非行の防止や、犯罪や非行をした人の立ち直りには様々な協力の方法があることを示し、多くの
人に協力者として気軽に参加してもらうための取組

❷

民間協力者と地方公共団体と国との連携を強化しつつ、犯罪や非行をした人が、仕事、住居、教育、保健
医療・福祉サービスなどに関し必要な支援を受けやすくするためのネットワークを作る取組

❹

犯罪や非行が起こらないよう、こどもや若者の健やかな成長を期する取組❺

❷犯罪や非行をした人が再び犯罪や非行をしないように、その立ち直りを支えること

社 会 を 明 る く す る 運 動

正しく使って楽しい花火
　花火は夏の風物詩。家の庭などで、子どもたちが花火をしている姿を見かけるようになります。
　気軽に楽しめる「おもちゃ花火」でも、正しく取り扱わないと火災に繋がります。また、やけどを
負うなどの事故になることがありますので、
必ず次のことに注意し、楽しく遊びましょう。

※おもちゃ花火の遊び方については、日本煙火協会のホームページに詳しく掲載されていますの
で、ご利用下さい。

●風の強い乾燥した日は花火をしない。
●注意書きを必ず読む。
●花火をほぐしたり、束ねて点火したりしない。
●燃えやすいものがない安全な場所を選ぶ。
●子どもだけで花火をさせない。
●水の入ったバケツなどを用意する。

・ 令和６年度西目屋村一般会計繰越明許費繰越計算書
・ 令和６年度西目屋村簡易水道事業会計予算繰越計算書
・ 令和６年度西目屋村農業集落排水事業会計予算繰越計算書

・ 西目屋村条例の左横書きに関する条例
・ 西目屋村職員定数条例の一部を改正する条例
・ 西目屋村職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
・ 弘前地区環境整備事務組合を組織する地方公共団体の数の増
加及び弘前地区環境整備事務組合規約の変更について

・ 弘前地区環境整備事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及
び弘前地区環境整備事務組合規約の変更に伴う財産処分について

・ 工事請負契約の件（西目屋村中央公民館発電機新設及び空調
配管等改修工事）

・ 損害賠償額の決定の件
・ 令和７年度西目屋村一般会計補正予算（第１号）
・ 令和７年度西目屋村国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）
・ 令和７年度西目屋村介護保険特別会計補正予算（第１号）
・ 令和７年度西目屋村後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）
・ 令和７年度西目屋村簡易水道事業会計補正予算（第１号）
・ 令和７年度西目屋村農業集落排水事業会計補正予算（第１号）
・ 西目屋村監査委員選任の件
・ 議員派遣について
・ 西目屋村議会傍聴人取締規則の全部改正する規則について

令和7年第2回定例会が6月13日～6月19日まで開催されまし
た。審議された原案どおり全て可決されました。

報告

議案
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令和7年5月末現在
西目屋村災害発生状況

5月件数
累 　 計

２
20
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救　急 火　災 救　助 遭　難

問い合わせ先
県土整備部 河川砂防課 企画・防災グループ

☎017-734-9662
中南県土整備事務所 河川砂防施設課

☎0172-34-1283

(携帯電話版) (スマートフォン版)

◆身近な河川の水位等をチェックしましょう
「河川砂防情報提供システム」では、国・県・気象庁が観測
している雨量・河川水位・ダム情報等を確認できます。
早めの情報収集、避難準備を心掛けましょう。
ＵＲＬ：https://www.kasensabo.bousai.pref.aomori.jp/

河川砂防課からのお知らせ 議会定例会について
大雨洪水に備えて…

河川防災情報を提供しています。
～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～

“社会を明るくする運動”は、すべての国民が、
犯罪や非行の防止と犯罪や非行をした人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、

犯罪や非行のない安全で安心な明るい地域社会を築こうとする全国的な運動です。
下記の行動目標・重点事項に基づき運動を展開します。

この機会に、立ち直ろうとする人を受け入れ、支えるために何ができるか考え、できることから始めてみましょう。
7月は“社会を明るくする運動”の強調月間です。

この運動への皆さんのご支援とご協力をお願いします。

住民課 （☎85-2804）問い合わせ先

行動目標

重点事項
　急速に変化する社会の中で、孤独・孤立や生きづらさを抱えながらも、過去の過ちから立ち直ろうとする
人を再び地域に受け入れることにより、多様な背景を持つ人と人が緩やかに繋がりつつ共に支え合う包摂的
な地域社会を実現できるよう、次のことに力を入れて取り組む。

犯罪や非行を防止し、新たな被害者も加害者も生まない安全で安心して暮らすことのできる明るい地
域社会を築くこと

❶

誰もが抱えうる問題が犯罪や非行の要因となりうることや、人は変われるということを信じて寄り添い続ける更
生保護の活動は、再犯を防止して立ち直りを支える大切な活動であるとともに、新たな被害者も加害者も生まな
い安全で安心な社会作りにつながることについて、国民の各層に広く周知し、理解を深めてもらうための取組

❶

同じ地域社会の一員である保護司、更生保護女性会会員、BBS 会員、協力雇用主等の活動に対する支
援の充実を図るほか、「国際更生保護ボランティアの日」と連動させた積極的な広報等により、更生保護
ボランティアを増やすための取組

❸

犯罪や非行の防止や、犯罪や非行をした人の立ち直りには様々な協力の方法があることを示し、多くの
人に協力者として気軽に参加してもらうための取組

❷

民間協力者と地方公共団体と国との連携を強化しつつ、犯罪や非行をした人が、仕事、住居、教育、保健
医療・福祉サービスなどに関し必要な支援を受けやすくするためのネットワークを作る取組

❹

犯罪や非行が起こらないよう、こどもや若者の健やかな成長を期する取組❺

❷犯罪や非行をした人が再び犯罪や非行をしないように、その立ち直りを支えること

社 会 を 明 る く す る 運 動

正しく使って楽しい花火
　花火は夏の風物詩。家の庭などで、子どもたちが花火をしている姿を見かけるようになります。
　気軽に楽しめる「おもちゃ花火」でも、正しく取り扱わないと火災に繋がります。また、やけどを
負うなどの事故になることがありますので、
必ず次のことに注意し、楽しく遊びましょう。

※おもちゃ花火の遊び方については、日本煙火協会のホームページに詳しく掲載されていますの
で、ご利用下さい。

●風の強い乾燥した日は花火をしない。
●注意書きを必ず読む。
●花火をほぐしたり、束ねて点火したりしない。
●燃えやすいものがない安全な場所を選ぶ。
●子どもだけで花火をさせない。
●水の入ったバケツなどを用意する。

・ 令和６年度西目屋村一般会計繰越明許費繰越計算書
・ 令和６年度西目屋村簡易水道事業会計予算繰越計算書
・ 令和６年度西目屋村農業集落排水事業会計予算繰越計算書

・ 西目屋村条例の左横書きに関する条例
・ 西目屋村職員定数条例の一部を改正する条例
・ 西目屋村職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
・ 弘前地区環境整備事務組合を組織する地方公共団体の数の増
加及び弘前地区環境整備事務組合規約の変更について

・ 弘前地区環境整備事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及
び弘前地区環境整備事務組合規約の変更に伴う財産処分について

・ 工事請負契約の件（西目屋村中央公民館発電機新設及び空調
配管等改修工事）

・ 損害賠償額の決定の件
・ 令和７年度西目屋村一般会計補正予算（第１号）
・ 令和７年度西目屋村国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）
・ 令和７年度西目屋村介護保険特別会計補正予算（第１号）
・ 令和７年度西目屋村後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）
・ 令和７年度西目屋村簡易水道事業会計補正予算（第１号）
・ 令和７年度西目屋村農業集落排水事業会計補正予算（第１号）
・ 西目屋村監査委員選任の件
・ 議員派遣について
・ 西目屋村議会傍聴人取締規則の全部改正する規則について

令和7年第2回定例会が6月13日～6月19日まで開催されまし
た。審議された原案どおり全て可決されました。

報告

議案
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令和７年度保険料について

保険料の減免等について

令和７年８月１日以降の医療機関の受診について

令和７年度保険料の軽減措置について
同一世帯内の被保険者及び世帯主の所得額の合計に応じて、均等割額の軽減が受けられます。
令和７年度は次のとおりとなります。

・均等割額が５割軽減されます。（資格取得後２年間）
・所得割額の負担はありません。

●被保険者証利用の申込方法
①医療機関・薬局の顔認証付カードリーダーで申込
②マイナポータルから申込
③全国のセブン銀行のＡＴＭで申込

●被保険者証利用の申し込みのお問い合わせ
　マイナンバー総合フリーダイヤル
　０１２０-９５-０１７８

問い合わせ先　電話：017-721-3821　〒030-0801青森市新町二丁目4番1号 青森県共同ビル1階

現在お手元にある健康保険証は、最長で令和７年７月３１日まで有効ですが、令和７年８月１日以降は、マイナ保険証または
資格確認書の提示が必要となります。資格確認書は、お住まいの市町村から７月中にお届けします。（※３）
なお、マイナ保険証を利用するには、マイナンバーカードを取得し、被保険者証利用の申し込みをする必要があります。

◎被用者保険とは、会社員等の被雇用者が加入する健康保険です。
◎世帯の所得が低い方は、より高い均等割額の軽減（７割軽減）が
　受けられます。

災害、倒産、失業など特別な事情によって納付が困難な場合は、申請によって保険料の減免等が認められることがあります
ので、お住まいの市町村の徴収等担当窓口へお早めにご相談ください。

※２：給与所得者等（給与所得を有する者、または公的年金等に係る所得を有する者が２人以上いる世帯に適用）

世帯の所得額の合計

４３万円 ＋ １０万円 × （給与所得者等（※２）の数－１）以下 7割
5割
２割

４３万円 ＋ （３０.５万円×被保険者の数） ＋ 10万円 × （給与所得者等（※２）の数－１）以下

４３万円 ＋ （５６万円×被保険者の数） ＋ １０万円 × （給与所得者等（※２）の数－１）以下

軽減割合

◎令和７年度の保険料は、お住いの市町村から７月中にお届けする保険料額決定通知書でご確認ください。
※１：基礎控除後の所得とは、前年の総所得金額等から基礎控除額（４３万円）を差し引いた額です。

［被保険者全員が納める額］
４６,８００円 基礎控除後の所得（※１）×９.９０％

［所得に応じて納める額］ 保険料
（限度額80万円）

均等割額 所得割額

※３：令和８年７月末までの暫定的な運用として、新規加入者や再交付の方へマイナ保険証の保有状況にかかわらず、
　　資格確認書を交付しております。

【所得が低い方の軽減】

【被用者保険の被扶養者であった方の軽減】

令和７年度西目屋村定住促進空き家対策事業費補助金制度のお知らせ
村では、空き家・空き地の利活用による移住・定住の促進を図るため、空き家・空き地を利用して定住を希望する方に対して、補助金を交付します。

大学等を卒業した若者(就職時３５歳未満)が、６年間青森県内に住み、サポート企業で働き続けたとき、
奨学金の返還を青森県と企業等とで支援する制度です。 ※就職予定者・企業ともに事前登録が必要です。

県内企業または勤務地を県内に限定した採用を行う県外企業
（法人、団体、個人事業主）であって、本制度に登録している企業等

●大学・短大等の卒業者で、就職時に３５歳未満の方（出身地不問）
●「日本学生支援機構」、「青森県育英奨学会」の奨学金利用者
●青森県内で正規雇用されていない方
※県外にお住まいの方が、年度中途に就職する場合も対象となります。

詳しくは公式サイトで

問い合わせ先　青森県 若者定着還流促進課 
　　　　　　　☎017-734-9174

「あおもり奨学金サポートサイト」
https://www.aomori-life.jp/syogakukin

●企業等は、公式サイトから対象年度の支援額・
　支援者数、自社ＰＲ等を登録してください。
●就職予定者の方も、公式サイトから内定前に
　登録してください。採用活動を経て、
　サポート企業に就職し、県内に居住した後、
　県が「支援候補者」として認定します。

学校区分 １人当たり支援上限額（企業が設定）

大学等 150万円、100万円、60万円のいずれか

短大等

※認定時の返還残額の1/2が上限

75万円、50万円、30万円のいずれか

令和7年5月14日（水）から令和8年2月27日（金）まで
※申請書等は西目屋村役場企画財政課に備え付けております。

弘前圏域空き家・空き地バンクに登録された住宅（供用住宅を含む。）
である空き家（敷地を含む。）または住宅の建設が可能な空き地

①空き地を購入し、その土地に住宅を新築する方
②空き家（敷地含む。）を購入する方
③移住者で、空き家を賃借する方
④所有する空き家を解体する方
⑤所有する空き家にある動産（家財）を処分する方

①空き地の購入費用
　（租税公課、契約費用、登記費用、仲介手数料等を除く。）
②空き家（敷地を含む。）の購入費用
　（租税公課、契約費用、登記費用、仲介手数料等を除く。）
③空き家の3年間分の賃借料
④空き家の解体費用
⑤空き家にある動産（家財）の処分費用

■問い合わせ先　西目屋村役場企画財政課　ＴＥＬ：85-3080　ＦＡＸ：85-3040

補助対象

空き地及び
空き家を購入する者

空き家を賃借する者

空き家所有者 空き家
解体費用

動産（家財）処分費用

補助対象経費 補助金額 付属条件
空き地を購入し、
住宅を新築する者

空き家を購入する者

空き地の購入費用

空き家（敷地含む）の購入費用

補助率1/2
限度額 30万円
補助率1/2
限度額 20万円
補助率1/2
限度額 25万円
補助率1/2
限度額 50万円 　売買契約または賃貸契約が

　成立する見込みとなった場合に
　申請ができます。補助率1/2

限度額 5万円

　子育て世帯には、
　限度額10万円を上乗せします。

❶子育て世代には、
　限度額10万円を上乗せします。
❷移住者には、限度額10万円を
　上乗せします。

移住者 3年間分の賃借料

対象企業等（サポート企業） 支援額(企業・県が1/2ずつ負担）

支援対象者

登録から支援までの流れ（2027年4月採用の例）

申請期間 補助対象物件

補助対象者

補助金額

補助対象経費

※移住者とは、補助金を申請する時点で、1年以上西目屋村以外の
　市区町村に住民登録をしていた方で、西目屋村に移住しようとする方。

あおもり若者定着奨学金返還支援制度のお知らせ
～サポート企業・就職予定者の登録受付中～後期高齢者医療被保険者の皆さまへ
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令和７年度保険料について

保険料の減免等について

令和７年８月１日以降の医療機関の受診について

令和７年度保険料の軽減措置について
同一世帯内の被保険者及び世帯主の所得額の合計に応じて、均等割額の軽減が受けられます。
令和７年度は次のとおりとなります。

・均等割額が５割軽減されます。（資格取得後２年間）
・所得割額の負担はありません。

●被保険者証利用の申込方法
①医療機関・薬局の顔認証付カードリーダーで申込
②マイナポータルから申込
③全国のセブン銀行のＡＴＭで申込

●被保険者証利用の申し込みのお問い合わせ
　マイナンバー総合フリーダイヤル
　０１２０-９５-０１７８

問い合わせ先　電話：017-721-3821　〒030-0801青森市新町二丁目4番1号 青森県共同ビル1階

現在お手元にある健康保険証は、最長で令和７年７月３１日まで有効ですが、令和７年８月１日以降は、マイナ保険証または
資格確認書の提示が必要となります。資格確認書は、お住まいの市町村から７月中にお届けします。（※３）
なお、マイナ保険証を利用するには、マイナンバーカードを取得し、被保険者証利用の申し込みをする必要があります。

◎被用者保険とは、会社員等の被雇用者が加入する健康保険です。
◎世帯の所得が低い方は、より高い均等割額の軽減（７割軽減）が
　受けられます。

災害、倒産、失業など特別な事情によって納付が困難な場合は、申請によって保険料の減免等が認められることがあります
ので、お住まいの市町村の徴収等担当窓口へお早めにご相談ください。

※２：給与所得者等（給与所得を有する者、または公的年金等に係る所得を有する者が２人以上いる世帯に適用）

世帯の所得額の合計

４３万円 ＋ １０万円 × （給与所得者等（※２）の数－１）以下 7割
5割
２割

４３万円 ＋ （３０.５万円×被保険者の数） ＋ 10万円 × （給与所得者等（※２）の数－１）以下

４３万円 ＋ （５６万円×被保険者の数） ＋ １０万円 × （給与所得者等（※２）の数－１）以下

軽減割合

◎令和７年度の保険料は、お住いの市町村から７月中にお届けする保険料額決定通知書でご確認ください。
※１：基礎控除後の所得とは、前年の総所得金額等から基礎控除額（４３万円）を差し引いた額です。

［被保険者全員が納める額］
４６,８００円 基礎控除後の所得（※１）×９.９０％

［所得に応じて納める額］ 保険料
（限度額80万円）

均等割額 所得割額

※３：令和８年７月末までの暫定的な運用として、新規加入者や再交付の方へマイナ保険証の保有状況にかかわらず、
　　資格確認書を交付しております。

【所得が低い方の軽減】

【被用者保険の被扶養者であった方の軽減】

令和７年度西目屋村定住促進空き家対策事業費補助金制度のお知らせ
村では、空き家・空き地の利活用による移住・定住の促進を図るため、空き家・空き地を利用して定住を希望する方に対して、補助金を交付します。

大学等を卒業した若者(就職時３５歳未満)が、６年間青森県内に住み、サポート企業で働き続けたとき、
奨学金の返還を青森県と企業等とで支援する制度です。 ※就職予定者・企業ともに事前登録が必要です。

県内企業または勤務地を県内に限定した採用を行う県外企業
（法人、団体、個人事業主）であって、本制度に登録している企業等

●大学・短大等の卒業者で、就職時に３５歳未満の方（出身地不問）
●「日本学生支援機構」、「青森県育英奨学会」の奨学金利用者
●青森県内で正規雇用されていない方
※県外にお住まいの方が、年度中途に就職する場合も対象となります。

詳しくは公式サイトで

問い合わせ先　青森県 若者定着還流促進課 
　　　　　　　☎017-734-9174

「あおもり奨学金サポートサイト」
https://www.aomori-life.jp/syogakukin

●企業等は、公式サイトから対象年度の支援額・
　支援者数、自社ＰＲ等を登録してください。
●就職予定者の方も、公式サイトから内定前に
　登録してください。採用活動を経て、
　サポート企業に就職し、県内に居住した後、
　県が「支援候補者」として認定します。

学校区分 １人当たり支援上限額（企業が設定）

大学等 150万円、100万円、60万円のいずれか

短大等

※認定時の返還残額の1/2が上限

75万円、50万円、30万円のいずれか

令和7年5月14日（水）から令和8年2月27日（金）まで
※申請書等は西目屋村役場企画財政課に備え付けております。

弘前圏域空き家・空き地バンクに登録された住宅（供用住宅を含む。）
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警察官募集のお知らせ ご寄附いただきました

借金に関する相談窓口

平成5年４月2日から
平成20年4月1日までに生まれた方
（大学を卒業した方または
 令和8年３月３１日までに大学を
 卒業見込みの方を除く）

7月７日(月)～8月27日（水）

10月３日（金）※予定

11月中旬【青森市】

9月28日(日)
【青森市、八戸市、弘前市、さいたま市】

警察官B

※詳しくは弘前警察署へ
お問い合わせください。
弘前警察署　
弘前市八幡町３-３-２
☎０１７２-３２-０１１１

12月上旬

受 付 時 間

相談専用電話
　
問い合わせ先

　相談員が借金の状況等をお伺いし、必要に応じて、
弁護士等に引継ぎを行っています。一人で悩まず、
ご相談ください。秘密厳守・無料です。

　西目屋村建設協会より、目屋観光協会に対し、村大型
イベントで行われる花火打ち上げの協賛金として４０万円
をご寄附いただきました。ありがとうございます。

月曜日～金曜日（祝日・年末年始除く）
８：３０～１２：００、１３：００～１６：３０

017-774-6488

東北財務局青森財務事務所　理財課

 R7.5月末現在
(　 )は前月比

男　性  559人 （-1）
女　性  629人  （-5）

合　計 1188人（-6）

世帯数  523世帯（-1）

村の人口白神山地世界遺産地域の管理に関する懇談会を開催しますので、ご興味のある方はお申し込みください。

　６月５日(木)、大阪市で開催中の大阪・関西万博に当村も構成員
となっている「世界自然遺産５地域会議」主催のイベント「千の自然・
千の時間」が開かれました。
　日本の５つの世界自然遺産地域の関係自治体が一堂に集い、
各地域の映像上映や著名人によるトークイベント、芸能パフォー
マンスなどが盛大に行われ、来場者を楽しませていました。
　また、展示コーナーでは大型パネルやパンフレット、工芸品
などが並び、誘客に向けたＰＲを行いました。
　プログラムの最後には、世界自然遺産５地域の代表が世界に
向けた共生と循環のメッセージを日本から世界に発信しました。

【日時及び場所】

【 参 加 定 員 】
【 参 加 方 法 】

日時：令和７年８月26日(火) 18：00～20：00
場所：藤里町総合開発センター 大ホール（２階） （秋田県山本郡藤里町藤琴字家の後14番地）
30名（先着順・無料）
参加希望者は、ホームページに掲載の申込用紙にて、メール、又は郵送でご連絡ください。
希望者が定員になり次第、申込みを締め切らせていただきます。
※申込締切：令和７年８月6日（水）

○申込先:白神山地世界遺産地域連絡会議  【担当】秋田県生活環境部自然保護課
　　　　 TEL：018-860-1614  E-mail： Shizenhogoka@pref.akita.lg.jp

○詳細情報URL：
　https://www.nishimeya.jp/shirakami_kanko/shirakamisanchi/1/1010.html

戸籍
の窓
戸籍
の窓

令和7年5月届出分

■有効期限にご注意ください
　西目屋村応援商品券「目屋ズーミ」の有効期限は、令和７年７月31日までとなっております。
　有効期限を過ぎた場合は、商品券の利用ができなくなりますので、まだ利用されていない方は、期限内に
利用しましょう。

　郵便局の保管期間を経過して村に返送された商品券は、役場産業課で保管しております。世帯員の
どなたかが当課へ受け取りにお越しください。
　なお、引き渡しの際に、本人確認をさせていただきますので、印鑑と運転免許証等の本人確認ができる
ものを持参してください。

■商品券を受け取れなかった方

■問い合わせ先
西目屋村役場産業課 ℡８５‐２８００

集団予防接種によりB型肝炎ウイルスに持続感染された方へ 一人で悩まずに無料個別相談会をご利用ください

程
日

・

場
会

弁護士 饗庭亨一「あいば こういち」東京弁護士会所属 登録番号35029
□TEL 03-5363-6333

□https://precious-law.jp/
□E-mail:info@precious-law.jp

□FAX 03-5363-6334  

東京都新宿区四谷4-3 福屋ビル6-A  【営業時間】 平日 9：00～18：00

多世代交流室D

講習室

中会議室

弘前駅前公共施設
ヒロロスクエア

鰺ヶ沢町中央公民館

深浦公民館

7/25(金)26(土)
8/1(金)
8/2(土)

大 阪・関 西 万 博

西目屋応援商品券 「目屋ズーミ」について西目屋応援商品券 「目屋ズーミ」について

試 験 種 類

受 験 資 格

第二次試験

最終合格発表

第 一 次 試 験
合 格 発 表

受 付 期 間

第一次試験

「戸籍の窓」は原則と
して「本籍が西目屋村
にある方」を掲載して
います。掲載を希望し
ない方また当村に本
籍がなくて掲載を希
望する方などがありま
したら、必ず広報係ま
でお申し出ください。

東北森林管理局計画保全部計画課 TEL：018-836-2489
秋田県生活環境部自然保護課 TEL：018-860-1614【問い合わせ先】
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  （村市）　
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砂子瀬ゲートが5月下旬に開通したので休日の晴れた日は、早朝にコー
ヒーとパンを持って白神湖パークへ遊びに行くのがマイブームです。
朝から激暑な日があったり、数分に一回は熊がウロウロしてないか気
にはなりますが、朝食には最高のロケーションですよ～

7
2025

No.685

TOPICS

親から子へつなぐ
悠久の森　源流の里

にしめや

ズ ームアップにしめや

　にしめやPRガールズ「ライスボール」のみなさんが、昨年
に引き続き今年も村内の水田を活用し、「ライスボールの
おにぎり大作戦」をスタートさせました。本プロジェクトは、
「米農家のみなさんを応援したい」というグループのコンセ
プトのもと、村内の第一次産業の発展を目指すものです。
　今年は、４月の育苗作業に始まり、５月には、快晴の空
の下、２年目となる田植え機での田植え作業を楽しみな
がら行いました。
　今後、月１回をペースに来村し、草刈りや追肥、稲刈りなど
の作業を行い、精米されたお米は、ふるさと納税返礼品とし
ての活用やメンバーがおにぎりとしてふるまう予定です。

　５月２３日、好きです西目屋ふるさと親善大使の吉幾三
さんが来村し、「幾三米」の田植えを行いました。
　終始笑顔だった吉さんも、田植機に乗った時は真剣な表
情になり、終了後は、自分で植えた苗を確認して、まっすぐ
植えることが出来たと喜んでいました。
　また、記者の前でも「西目屋村で取れた米が一番おいし
い、ぜひ西目屋村に来て」と宣伝してくれました。
　収穫された米は、道の駅津軽白神で『幾三米』及び特別
純米酒『吉』『幾三』として販売されます。今年もおいしいお
米が出来ますように。

西目屋小学校・たしろ保育園大運動会

おにぎり大作戦始動!

【問い合わせ先 企画財政課】
幾三米田植え

役場庁舎正面玄関血圧計

吉さんが
村民の健康増進を

願い

サインしてくれました
。

カヌー競技会
スラローム・ワイルドウォーター

開催まであと427日

カヌー競技会
スプリント

問い合わせ先
青の煌めきあおもり国スポ
西目屋村実行委員会
☎0172-26-5056開催まであと468日

HPは
こちら

　21日に行われた国スポリハーサル大会（第22回白神カップ）では、
ワイルドウォータークラシック競技男子カヤックの西澤悠成選手が２位
入賞、女子カヤックの佐藤友香選手が見事優勝しました！また、スラロ
ーム競技男子カヤックでは矢澤一輝選手が3位、男子カナディアンで
は葛原颯介選手が５位に入賞し、青森県勢の活躍が光りました。
　国民スポーツ大会東北ブロック大会を勝ち抜いた西澤選手、佐藤選
手、矢澤選手の３名が10月開催の『わたSHIGA輝く国スポ2025』へ
出場します。本大会での健闘を祈ります！

6月21日（土）・22日（日）に
カヌースラローム・ワイルドウォーター競技大会が
目屋渓谷岩木川カヌー競技場で開催され、
青森県からは4名の選手が出場し熱戦を繰り広げました。
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